
 
 
 

「横浜市人権施策基本指針」改訂素案に対する 

パブリックコメントの実施について 
 

   このたび、下記要領に基づき、パブリックコメント（意見募集）を実施しますので、 

地域の方々に幅広く御意見をいただけるように周知について御協力くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 

１ 横浜市人権施策基本指針の概要 

「横浜市人権施策基本指針（以下「指針」という。）」は、平成８年の有識者や人権団体の

代表者などで構成された「ゆめはま人権懇話会」による提言を受け、人権尊重を基調とする

市政及び人権施策の総合的・体系的推進を図るため、平成 10年に策定されました。 
 

２ 指針の改訂 

 本指針は、人権問題に関する国等の動向や社会情勢の変化、本市が行う「人権に関する市

民意識調査」の結果等を踏まえ、災害に伴う人権問題などの新たな人権課題や、障害者差別

解消法など人権に関する法整備が進んでいる状況に対応するため、改訂を行います。（前回

改訂：平成 23年） 

 なお、改訂にあたっては、庁内での検討や意見交換を重ねるとともに、有識者や当事者団

体・支援者団体等で構成された横浜市人権懇話会（平成 24 年度設置）を開催し、幅広い意

見を聴取してきました。 

 

３ パブリックコメントの募集要領 

（１）期間 
平成 28 年７月５日（火）から８月 15 日（月） 

（２）資料の配布・閲覧場所 
各区役所区政推進課、市民局人権課・市民情報センター、 
地区センター等市民利用施設 

・素案の概要版については点字版・音声版も配架します。 
・横浜市ホームページにも掲載します。 

（３）御意見の提出方法 
① 郵便（素案の概要版添付の専用はがき（切手不要）） 
② ファクシミリ 
③ 電子メール 

 

４ その他 

 募集資料を各単位町内会につき１部を送付させていただく予定です。 
 
担 当：市民局人権課 
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